
皆さま、こんにちは。せたホッとの子どもサポート委員をしております、
半田 勝久（はんだ かつひさ）と申します。
私からは、令和３年度せたホッとの活動状況をご報告させていただきます。

今日ご来場の方には、令和３年度活動報告書をお配りしております。
また、動画で視聴される方は、ホームページから報告書をダウンロードす
ることが可能ですので参考にしてください。
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相談状況の報告をします。

・令和３年度の新規相談件数は300件でした。昨年は208件、令和元年度は
272件と、コロナ禍のなか少なくなっていましたが、令和３年度は盛り返
してきました。

・令和２年度からの継続件数66件を合わせて、令和３年度は366件を扱っ
ています。令和４年度に引き継いだのは74件です。
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・令和３年度の相談件数が増加した要因のひとつとして、新しく「はがき」
による相談を開始したことがあげられます。

・はがきによる相談は74件で、そのうち73件がこどもからの相談、1件が
おとなからの相談です。
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・せたホッとの特徴としましては、子ども本人からの相談が毎年6割を超え
ているということがあげられます。

・令和３年度は197件、65.7%が子どもからの相談です。
令和２年度の子どもからの相談は122件、58.7％でしたので増加してい
ます。
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・相談件数の増加は、はがき相談がひとつの要因になっていますが、そのう
ち小学 生からの相談が非常に多くなっています。

・「ＮＴＴドコモモバイル社会研究所の調査」では、携帯電話未所有率が小
学校低学年では73％、小学校高学年では48％となっており、小学生全体
の半数以上が携帯電話を所持していないということになります。

・電話やメールで相談する場合、保護者の携帯電話、家庭の固定電話、ある
いは公衆電話を使っての相談が考えられますが、固定電話や公衆電話は減
少しており、また中には公衆電話の使い方がわからないというケースもあ
ると考えられます。

・したがって、特に小学生にとっては、新しく始めたはがき相談は有効であ
ると言えます。
また、小学生が保護者に知られず、自分のタイミングで相談できる一助に
もなっています。
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令和３年度から導入した、せたホッとのはがき相談はこのようになっています。
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・裏面はこのようになっており、小学生でも書きやすい内容になっています。

・書いた相談内容は、付属のシールを貼ることにより、外から見えないよう
にできます。

・キリトリ線で切り離すと、せたホッとの連絡先などが書かれたカードが相
談者の手もとに残ります。

・せたホッとから返信するときには、新しいはがきを同封しています。
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令和３年度の延べ相談対応数、活動回数です。

・令和３年度は、300件の新規相談に対して、延べ1,150回の相談を行いま
した。
せたホッとからの相談者への活動回数は705件で、総活動回数は2,253回
となります。
令和２年度の総活動回数1,599回と比べて、かなり増えています。

8



令和３年度の月別新規件数、総活動回数をグラフにしたものです。

・６月に、中学生に相談カード・はがきを送りました。
夏休みは相談件数は減っています。
夏休み後に、小学生に相談カード・はがきを送りました。
11月は相談件数が増えています。
３月にはせたホッとレターを配布しました。

・このように年に３回、相談カード・はがき、せたホッとレターを、各学校
を通して生徒 に配布し、せたホッとの周知に努めています。

・年によって各月の相談件数は変わりますが、11月と３月が多い傾向があり
ます。３月に活動回数が多いのは、学年が変わる前の年度内解決しようと
活動することが多いためです。
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初回の相談者に関して、グラフにまとめました。

・本人からの相談が193件、友達からの相談が４件というように、子どもか
らの相談が多いです。

・おとなからの相談は、母親からの相談が約３割、その他父親、祖父母から
の相談があります。

・関係機関から直接相談を受けたケースが１件あります。
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相談対象となる子どもの学年です。

・未就学児から高校３年生まで満遍なく相談があります。

・その中でも小学６年、４年、２年と小学生からのが多いです。これははが
き相談の効果と思われます。
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・比率で見ても、小学６年、４年、２年、１年生というように小学生の割合
が高いです。

・令和２年度に比べて小学生からの相談が増えたのは、はがき相談によると
ころが大きいと思われます。
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相談者との相談方法です。

・令和２年度と３年度を比較すると、子どもからのメールが471回から266
回と減少しています。一方、面接、手紙（はがき）が増えています。

・その要因としては、コロナ禍の生活に慣れてきたことや、コロナの感染拡
大が落ち着いてきたことがあげられます。
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相談内容のカテゴリーです。

・対人関係の悩みが20.3％、61件、いじめが15％、45件、心身の悩みが
11.7％、35件となっています。

・その他多いのが、家庭・家族の悩み、学校・教職員等の対応、虐待です。
令和３年度は、虐待に関する相談が23件と多かったです。
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・相談内容の比率は、全体の１5％がいじめ、7.7％が虐待です。
令和２年度に比べてこのふたつが増加しています。
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・委員はすべての案件、ケースに対応しているわけではありません。
相談調査専門員による電話相談や面接で終了するものもあります。
子どもの権利侵害があると思われるものについて委員も加わり対応してい
きます。

・委員が対応した相談内容としては、いじめが13件、虐待が12件、
学校・教職員等の対応が10件となっています。
委員が対応するものとしては、毎年、いじめ、学校・教職員等の対応に関
する相談が多い傾向があります。
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・相談の分析としては、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、
学校に 関する相談が減少しました。詳しくは令和２年度の活動報告書をご
参照ください。

・文部科学省の統計においても、コロナの影響でいじめの認知件数が減少し
ています。児童生徒の間の物理的距離が広がったこと、子供たちが直接対
面する機会が減ったことが要因とされています。

・令和３年度は、学校が再開し、活動が活発化したので、いじめ、対人関係
の悩みなど子ども同士の関係性に関する相談が増加しました。

・「国立成育医療研究センターのコロナ×子どもアンケート第７回調査報告
書」によると、すぐにイライラしてしまうが25％、１つでもストレス反応
を示している子どもが71％となっています。
また、コロナのことを考えると嫌な気持ちになる、コロナのことは考えな
いようにしている、嫌な夢を見る、集中できないなど、こうしたストレス
反応がある子どもが７割というアンケート結果が出ています。

・新型コロナウイルス感染症によるストレスが、子ども同士のトラブルにつ
ながっていたり、また子ども同士の距離を保つなど学校での予防対策も限
界となっているのではないでしょうか。
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・相談内容の経過は毎年度統計を取っています。活動報告書P58に過去５年
間の統計を載せています。

・いじめに関しては、30年度が65件と多くなっていますが、概ね30～40
件です。
学校・教職員等の対応についても、40件前後です。
虐待に関しては、令和３年度の特徴として、件数・割合とも多くなってい
ます。コロナの影響で家庭内でストレスを抱えていることが原因と考えら
れます。
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・虐待につきましては、令和３年度は過去８年間で最も多い23件となりま
した。世田谷区内の虐待認知件数も増加しています。

・令和２年度は、在宅勤務や外出自粛のため、保護者のことについて相談し
たいけどできないという状況がありました。しかし令和３年度にはこれら
が緩和されたことにより、短い時間でも保護者に知られずに相談できる機
会が増加したことが要因と考えられます。

・現代社会でのストレス過多の影響は、少しの意見の違いがエスカレートし
てしまう可能性が高いといえます。子どももおとなも互いに相談ができる
環境が必要です。
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・委員・専門員の総活動回数は、先ほど2,253回と紹介しましたが、
そのうち子どもに対応する割合が約40％、おとなに対応する割合が43％、
関係機関への対応が17.7%となっています。
令和２年度と比較すると、子どもに対応する割合は減少しています。

20



・関係機関との活動回数としましては、
学校がいちばん多くて231回、次に世田谷区児童相談所が61回、世田谷
区教育委員会が46回、世田谷区役所関連窓口、子ども家庭支援センター、
ほっとスクールと続きます。

・このように、せたホッとは日常的に様々な関係機関と連携協力しながら活
動して います。せたホッとができて９年たちました。今年で10年目です。
この間、関係機関と様々な連携しながら子どもを支援するなかで、信頼関
係を構築することができました。

以上で活動状況の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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